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産学共同研究におけるオープンイノベーションと 

デジタリゼーションを両立させる知的財産戦略 

 
○阿多誠介（筑波大学），立本博文（筑波大学） 

tatsumoto@gssm.otsuka.tsukuba.ac.jp  

 

 
1. 緒緒言言：：DDXX 時時代代ののオオーーププンンイイノノベベーーシショョンンのの役役

割割とと本本研研究究のの目目的的  

製造業におけるデジタリゼーションの役割 

デジタルトランスフォーメーション（DX）は 2000

年代初頭にサービス業、特にメディア領域におい

て始まった。DX の定義は様々あるが、経済産業省

による DX 推進ガイドラインでは、“企業がビジネ

ス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル

技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製

品やサービス、ビジネスモデルを変革するととも

に、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・

風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

“と定義されている[1]。この DX はこれまでのビ

ジネスの形態を大きく変えている。製造業に於い

ても 2010 年代以降、DX の波が押し寄せており、

製造業各社に於いてもこれに対する対応を余儀

なくされている。 

DX が製造業にもたらした影響として、ビジネス

形態の変化と、ビジネスの成熟の高速化が挙げら

れる。これまで、製造業におけるビジネス形態は

パイプライン型ビジネスと言われる、付加価値が

一方向に付加されていくビジネス形態であった。

DX の進展により、プラットフォームを利用したプ

ラットフォームビジネスへの変化が起こってい

る。パイプラインビジネスに於いては、生産技術

の改善が逐次的におこるためビジネス自体の習

熟にかかる時間が非常に長く、数十年というスパ

ンが一般的であった。一方で、プラットフォーム

ビジネスにおいては市場成熟にかかる時間が数

年という短いタイムスパンで進むという特徴が

ある。例えば、パイプラインビジネスに分類され

るものとしてアンモニア合成や半導体の微細化、

炭素繊維の合成などは 100 年から 50 年というス

パンで成熟が進んでいる。一方、プラットフォー

ムビジネスでは製造業分野における事例は少な

いが、モバイルアプリケーションやシェアライド

などでは数年で市場成熟がなされている。このよ

うな急激な市場成熟速度に対応するためには、オ

ープンイノベーションが重要な役割を担うと考

えられる。クローズドイノベーションにおいては、

各社がコア技術を開発・保有し、それを社内で垂

直統合することによって新しい技術を構築し製

品開発を行ってきた。しかし、今日、市場の成熟

速度が早いという社会状況においては、次々に必

要となる全ての技術を高いレベルで個社が保有

するということは、タイムスパンの面からも研究

開発投資の効率の面からも不可能に近い。必要に

応じて、社外の技術をオープンイノベーション

（もしくは M＆A）によって取り込み統合すること

により、市場の要求に対して的確にかつ迅速に対

応することが求められる。 

 

製造業における DX とオープンイノベーション 

製造業における DXの流れは、2011 年の Material 

Genome Initiative (マテリアルゲノム計画、ア

メリカ)によって大きく注目を集めた。同時期に、

EU における Industry4.0 や中国の中国製造 2025

など国家規模の大規模なプロジェクトが発表さ

れ、DX は製造業において急速に浸透し始めた。こ

のような中で、日本の GDP の約 20%を占める製造

業が、DX をどのように進めていくのかは、製造業

が国際競争力を保持するために日本全体で取り

組むべき課題である。その意味では、製造業にお

ける DX のフロンティアの開拓に向けて、リスク

を回避しながら、かつ迅速に進めるためには産学

連携より取り組むということが一つの解として 

考えられる。 

日本におけるフロンティア開拓に向けた産学連

携の代表的なものとして、一般的に国プロと呼ば

れる大型プロジェクトがある。これは、統合イノ

ベーション戦略などの指針を受けて、経済産業省

などの所轄省庁が予算確保と政策のブレークダ

ウンを行い、国立研究開発法人新エネルギー・産

業技術総合開発機構（NEDO）や国立研究開発法人 

科学技術振興機構（JST）などを通じて行う大型プ

ロジェクトである。民間企業、大学、国立研究開

発法人などがコンソーシアムもしくは技術研究

組合を組織することで組織の垣根を超えた連携

を促すものである。 

2015 年以降、NEDO や JST においても DX を重視し

たプロジェクトが行われている。前述したように、

DX の定義は現状においては曖昧であるが、DX は

Digitization （ デ ジ タ ル 化 、 離 散 値 化 ）、

Digitalization（デジタリゼーション、デジタル

2F05
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技術による変革）の先にあると考えられている。

現状では、製造業領域で取り組まれているのは、

厳密にはDXではなくデジタリゼーションであり、

これを進めた後に DX のフロンティアが開けてく

ると考えられる。 

 

本研究の目的 

そこで本報告では、現在製造業におけるデジタ

リゼーションを志向して行われている産学連携

プロジェクト、特に国プロにおける研究成果のア

ウトプットに対して、デジタリゼーション（もし

くは DX）がどのように寄与しているのかについて

明らかにし、製造業領域におけるデジタリゼーシ

ョン、ひいては DX を加速するための知的財産戦

略において何を重視すべきなのかについて議論

を行う。また、その前段階として、デジタリゼー

ションにおける技術開発の動向についても知的

財産の分析を踏まえて議論を行う。 

 

2. 分分析析手手法法    

本研究では、以下の４つのデータベースから、知

的財産の出願傾向に対して DX がどのように影響

したのかについて分析を行う。 

産学共同研究における成果については、国立研究

開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構デ

ータベースに於いて、中間報告書、および最終報

告書に記載のデータをもとに、成果発表の傾向を

分析した。 

知的財産の分析については、NRI SyberpatentDesk

および特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）を

用いて特許情報の検索を行った。 

その他、プログラミング言語の分析については、

PYPL index (PopularitY of Programming 

Language)および Google Trends を用いて行った。

Google trends は各国における期間内の最大値を

100 として、指数化するものである。 

 

3. 結結果果とと考考察察  

製造業におけるデジタリゼーションの2つの大き

な流れ 

製造領域におけるデジタリゼーションには、実は

2 つの潮流がある。一つは、オバマ大統領が 2011

年に発表したMaterials Genome Initiative(MGI)

に端を発するマテリアルインフォマティクス

(Materials informatics, MI)の流れである。こ

れは、計算科学に依拠した材料開発の潮流であり、

ビックデータ、AI、各種シミュレーションがキー

ワードとして挙げられる。プラットフォーム企業

を多く抱えるアメリカが強みを発揮できる領域

である。中国の China MGI や日本の情報統合型・

材料開発イニシアティブはこの流れを組んでお

り、端的に言えば何を作るのかに対して取り組む

デジタリゼーションである。 

一方、ドイツの ACATECH などが中心提唱機関とな

って 2011 年に発表された Industry4.0 は、製造

プロセス領域の高度化、オートメーション化を志

向するものであり、Internet of Things（IoT）、

Cyber Physical System（CPS）、digital twin な

どがキーワードであり、端的にいえばモノをどう

作るのか、という課題に取り組むものである。

Industry4.0 の全体像を掴むのは難しいが、例え

ば職人の暗黙知の形式知化なども含まれるため、

就業人口が今後減少する日本においても注目を

集めた。Industry4.0 の流れとしては、中国製造

2025 や日本の Society5.0、アメリカの The smart 

manufacturing （CESMII）などが挙げられる。

Industry4.0 についてはドイツの製造業を支える

中堅企業、いわゆるミッテルシュタントがアメリ

カの EC 企業に対抗するためのファイアーウォー

ルとして設計されたとの見方もあり[2]、各国間

での綱引きが行われている。ここで注目したいの

は、Industry4.0 は標準化戦略をとっているため、

オープン戦略であるのに対して、MI はどちらかと

いえばクローズ戦略であり知的財産戦略を取る

傾向にあるという点である。 

MI と特許出願傾向 

前述したように、MI における代表的なキーワー

ドとして、機械学習、深層学習がある。このうち、

機械学習という言葉を含む特許が、各マテリアル

ワードとともにどの程度出願されているかを見

れば、国内における MI の浸透について可視化す

ることが可能である。そこで、図 1 にセラミック

ス、高分子、ゴムもしくはエラストマー、製薬と

いう各ワードに対して機械学習という言葉を含

む特許の出願数を示す。 

 

 
図 1 機械学習を含む、各材料分野における特許

の出願傾向の年度変化。 

 

これによると、2014 年ころから機械学習という言
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葉を含む特許の出願が現れ、2017 年を境に大きく

増加傾向を示していることが見て取れる。また、

特に高分子という言葉を含むものに対して出願

数が多いことも確認できる。なお 2021 年以降低

下しているのは、自動で出願公開される 18 ヶ月

に達していないためである。図 1 は 2022 年７月

のデータであるため、2021 年の出願数は最終的

には 2 倍程度まで増える可能性がある。また、

2022 年度については自動公開時期を迎えている

ものは無いはずであるため、早期出願公開制度に

よる出願であることが考えられ、早期出願公開制

度の使用が多いことも本分野における特許出願

の傾向であると考えられる。早期出願公開の目的

としては、補償金請求権に関する事項が考えられ

る。 
 
Python の普及と機械学習 

2017 年から始まる機械学習ワードの増加は何が

原因であるのか。この要因の一つには、Python の

普及が考えられる。Python は 1989 年に公開され

たデータサイエンス用の open-source-language

である。PYPL の 2022 年 9 月の統計にでは主要言

語のうち27%のシェアを誇り2位につけるJavaに

ほぼダブルスコアをつけている。この Python が

各国においていつから使用率が増えたのかを

Google Trends を用いて調べてみると、各国で異

なる傾向が見て取れる（図２）。アメリカでは 2011

年ころから徐々に増えているのに対して、中国は

2013 年ころから爆発的な増加を示している。日本

では 2016 年ころから指数が上昇している。また

Python は汎用型であるため、ライブラリの使用率

を見ると、Python 利用者の使用目的をある程度調

べることができる。機械学習ライブラリである

XGboost や Pytorch は 2014 年〜2016 年ころに急

激な増加を示しており、2000 年代前半から比較的

使われていた画像分析用ライブラリである

OpenCV や統計処理用ライブラリである Scipy と

は全く異なる傾向を示している。つまり、Python

−機械学習という組み合わせが 2014−2016 年頃に

急激に普及を遂げたということである。 

 
図 2 (左)各国の Python の指数変化、(右)Python

ライブラリの全世界における指数変化 

 

実は MGI の各種プロジェクトには Python による

解析ツールを紐付けたものが多い。例えば、MGI に

おいて構築されたプロジェクトの一つである

Materials Project は第一原理計算ベースのデー

タベースを具えるが、解析ツールとしてPythonの

ライブラリである pymatgen の使用が可能となっ

ている。ユーザーは Materials Project が公開す

る高精度のデータにアクセスできるだけでなく、

Python によって自己の目的に合わせた解釈検討

が可能であるということである。また、高分子材

料系において機械学習の利用が多いことは、デー

タベースの整理が比較的早期に進んでいた点に

原因があると考えられる。高分子の基礎的な特性

については、例えば日本国内においても国立研究

開発法人物質・材料研究機構 NIMS が PolyInfo 

[4]を整備しており、2022 年 3 月段階で約 50 万件

の物性ポイント数を格納している。このようなデ

ータベースが他の領域に比較して整備されてい

ることが、機械学習関係の出願が多いことに関係

していると考えられる。 

さて、このような中で、知的財産の出願傾向はど

うなっているだろうか。図３に機械学習を製造業

において活用した事例について抽出し、その出願

傾向を分析した結果を示す。（高分子＋ポリマー

＋ゴム＋エラストマー）*製造*機械学習を検索式

として検索を行うと、1628 件の特許が該当する。

このうち、実に 75％に相当する 1228 件の特許が

日本国外からの出願である。特許等の統計では、

2020年度の外国籍出願割合は20.2％であるため、

この割合は非常に大きいことがわかる。一方、日

本国籍特許の中で、どの程度オープンイノベーシ

ョンが行われていたかを調べるため、共同出願率

を調べたところ、425 件の特許のうち 348 件が単

願であり、つまり共同出願率は役 18%という結果

となった。共同出願率については特許庁はデータ

を公開していないため、2022 年 8 月に公開された

特許から共同出願率を求めたところ役 20％であ

った。共同出願が多いほど、オープンイノベーシ

ョンが進んでいると仮定するならば、DX 化はオー

プンイノベーションに対して影響していないよ

うに見える。 
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図 3 機械学習に関する特許の出願人国籍比較と、

日本企業の特許における共同出願の状況 

 

そこで、つぎに本研究の本題における主題である

産学連携分野における知的財産出願傾向に対し

て、オープンイノベーションに対して DX がどの

ように影響したかを検討した。産業技術総合研究

所の材料・化学領域が中心的な役割を担った複数

の大型の国プロにおいて、特許出願数、学会発表

数、特許出願数をまとめたものを表１に示す。 

 

表１ 国プロにおける知的財産出願傾向および

他の成果の出願傾向 

 
 

一般的に産学連携において研究成果のアウトプ

ットが行われる場合、アカデミア（学）は論文発

表を希望し、企業（産）は論文発表を容認する代

わりに、論文発表前に知的財産の取得を求めこと

が多い。これはどの研究成果に対してインセンテ

ィブや評価が与えられるかということが組織の

性格によって異なるためである。そのため、産学

連携においては、論文発表数と知的財産、とくに

特許の出願数に大きな違いは生じない。表１に示

す 4 つのプロジェクトのうち、左側に記載した 3

つのプロジェクトにおいては、ばらつきはあるも

のの特許数/論文発表数は0.85〜1.86という結果

となった。しかし、材料に関する DX プロジェクト

である超先端材料超高速開発基盤技術プロジェ

クトにおいては特許数/論文発表数は0.20という

非常に低い値をとり、これは論文５報に対して 1

件の知的財産しか出願されていないことになる。

すなわち、DX、デジタリゼーションは製造業にお

けるオープンイノベーションにおいて、少なくと

も知的財産の出願傾向に対しては負の効果を持

つことになる。 

 

この点について考察すると、機械学習などの手法

は、Python などのオープンソースの言語において

開発されたものでありこの点において知的財産

権を求めることは困難である。つまり、機械学習

という手法について知的財産権を得たとしても、

それはあくまでも製造特許であるため、権利とし

ては弱いものとなる。機械学習などのデジタリゼ

ーションのプログラムに関しては、あくまでも開

発者はきちんと権利を押さえる必要があるが、製

造特許としてのデジタリゼーションについては

秘密情報やノウハウとして秘匿した方が良い場

合も多いと思われる。つまり、DX やデジタリゼー

ションと、既存の知的財産権の相性があまり良く

ないということが、DX を志向した国プロにおいて

知的財産の出願数が少なくなった原因である可

能性が示唆される。重要なのは機械学習などの手

法の普及によって特許出願が増えたかどうかを

調べる必要があるが、COVID−19 の影響も考慮する

必要があるため、詳細な検討には今後ある程度の

時間が経過した段階で実施する必要がある。 

 

４４..  結結論論  

本研究では、DX 時代において必要不可欠となるオ

ープインオベーションに対して、DX がどのような

効果を及ぼしているかについて、知的財産の出願

傾向を分析することのより、検討を行った。DX に

おける二つの潮流のうち、マテリアルインフォマ

ティクスの隆盛により、DX を用いた製造業の知的

財産の出願傾向は 2017 年以降急激に増えている

ことが明らかになり、かつその 3/4 が外国籍出願

であることが明らかになった。 

一方、先導的な役割を担う産学連携プロジェクト

においてオープンイノベーションにおいては、特

許の出願傾向は鈍化しており、日本の企業、国益

を守るためには DX 分野における適切な知的財産

戦略が必要である。 

欧州に比べて材料開発に強く、アメリカに比べて

製造業の強い日本においては、マテリアルインフ

ォマティクスと Industry4.0 の要素をバランス

よく取り入れることが重要である。企業が自由に

使える大型のデータを国家レベルの戦略におい

て整備し、それを活用するマテリアルインフォマ

ティクスを担う人材を育成し、製造分野において

産学連携を進め、優れた材料を開発し、物質特許

により強固な競争基盤を構築することが、必要で

ある。 
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